
学校給食費無償化にあたり全額国庫負担を求める意見書 

 

 学校給食は、学校給食法に基づき『食育の推進』を目的とし、子どもの健全な成長を支援す

る重要な教育活動である。 

 国は『こども未来戦略』において、学校給食費の無償化の実現に向け、小中学校の給食実施

状況の違いや法制面等も含めた課題の整理を丁寧に行い、具体的方策を検討するとしている。

さらに、石破総理大臣の国会答弁において「できる限り早期の制度化を目指したい。」との考え

が示され、その後、自由民主党、公明党及び日本維新の会の政党間でも『まずは小学校を念頭

に、地方の実情を踏まえ、令和８年度に実現する』との合意が示された。 

 本町を含む一部の自治体では、独自の政策により学校給食費を無償化しているが、多くの自

治体では学校給食法に基づき、食材費を保護者負担としているのが実態である。物価高騰等に

より家庭の負担が増大する中、自治体の判断や財政力の差によって、子どもたちの健やかな成

長の機会に地域間格差が生じることは断じてあってはならない。すべての子どもに等しく給食

を保障するためには、国の責任による財政措置が不可欠である。 

 よって、大口町議会は、下記の事項を実現するよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 国の責任において、学校給食費無償化を制度化し、全国どの自治体においても格差なく

実施できる仕組みとすること。 

２ 学校給食費無償化にあたっては、交付税算入による対応ではなく、国の責任において全

額国庫負担による財政措置を講ずること。その際、地域の食材価格水準や価格変動の影響

を十分に考慮した仕組みとすること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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